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2020 年 6 月 1 日 

各  位 

 

会 社 名 株式会社 TAKARA & COMPANY 

                   代表者名  代表取締役社長  堆  誠一郎 

                         （コード番号 7921 東証第一部） 

                      問合せ先 執行役員総務部長兼CSR部長   若松 宏明 

                           （TEL．03－3971－3260） 

 

 

子会社における会社分割（簡易新設分割）による新会社設立のお知らせ 

 

 

当社の子会社である宝印刷株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：堆 誠一郎）

は、2020 年 6 月 1 日付けで新設分割により株式会社 TAKARA Solutions & Services（本

社：東京都豊島区、代表取締役社長：井前哲史）を設立し、決算開示コンサルティング部門

に関する権利義務を同社に承継いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本件新設分割が当社グループに与える影響は軽微であると判断しています。 

 

詳細につきましては、以下の添付書類をご覧ください。 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 年 6 月 1 日 

各  位

 会 社 名 宝 印 刷 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 堆 誠一郎

会社分割（簡易新設分割）による子会社設立のお知らせ

宝印刷株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：堆 誠一郎）は、2020 年 6 月 1

日付けで新設分割（以下「本分割」という。）により株式会社 TAKARA Solutions & Services

（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：井前哲史）を設立し、決算開示コンサルティング

部門に関する権利義務を同社に承継いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項および内容を一部省略し

て開示しております。

記

1. 会社分割の目的

当社は、2017 年 2 月よりコーポレートコンサルティング部において開示書類作成支援ツ 

ール（X-Smart.シリーズ）を活用した入力代行アウトソーシングサービスを開始し、お客

様からの開示書類の作成支援ニーズの高まりにお応えすべく、人員の拡充や人材の育成等

を行う等、サービス体制の強化を図ってまいりました。 

また、開示書類入力代行アウトソーシングサービスから派生して、開示書類を作成する前

段階の決算業務に関するコンサルティングや IFRS 開示コンサルティング等サービス業務

内容の拡充にも注力し、現在、100 社を超える上場企業等のサポートを行うに至っておりま

す。

決算業務を行う人材の流動化や働き方改革が推進される状況に鑑み、更なる決算業務支

援ニーズに応えるため、専門性の強化、意思決定の迅速化により、アウトソーシングサービ

ス事業の拡大と決算業務コンサルティングの強化を図ることで、グループ全体の企業価値

の向上に貢献できるものと判断し、このたび、当該決算開示コンサルティング部門を分社化

いたしました。

今後、当社では株式会社 TAKARA Solutions & Services を通じて、お客様のニーズに応

えるため専門性の強化を推進し、コンサルタントの育成、独自ルートによる拡販体制の強化

を進め、更なるサービスの向上を目指してまいります。

 

添付書類



2．会社分割の要旨 

（1）会社分割の日程

分割期日（効力発生日） 2020 年 6 月 1 日 

※本分割は、会社法第 805 条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会

の承認を得ることなく行います。

（2）会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする簡易新設分割です。

（3）会社分割に係る割当

承継会社は普通株式 400 株を発行し、そのすべてを当社に割り当てます。

（4）会社分割の新株予約権および新株予約権付社債の取扱い

当社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

（5）会社分割により増減する資本金

本分割による当社の資本金の増減はありません。

（6）承継会社が承継する権利義務

承継会社は、本分割に際して当社から株式会社 TAKARA Solutions & Services に係る

業務に関する資産、負債、その他の権利義務を承継します。

（7）債務履行の見込み

当社は、本分割により当社および承継会社が負担すべき債務について、その履行に問題

はないと判断しております。

3．分割当事会社の概要（2020 年 6 月 1 日現在） 

分割会社 新設会社

（1）名称 宝印刷株式会社 株式会社 TAKARA Solutions & 

Services 

（2）所在地 東京都豊島区高田 3 丁目 28 番 8 号 東京都豊島区高田 3 丁目 13 番 2 号

高田馬場ＴＳビル 3 階 

（3）代表者 代表取締役社長 堆 誠一郎 代表取締役社長 井前 哲史

（宝印刷株式会社 執行役員）

（4）事業内容 ディスクロージャー関連書類の作

成支援

開示書類作成支援ツールによる入

力代行アウトソーシングサービス、

決算業務支援、IFRS 開示支援等 

（5）資本金 100,000 千円 40,000 千円 

（6）設立年月日 2019 年 12 月 2 日 2020 年 6 月 1 日 

（7）発行済株式数 1,000 株 400 株 

（8）決算期 5 月 31 日 5 月 31 日 

（9）大株主および

持株比率

株式会社 TAKARA & COMPANY 

100% 

宝印刷株式会社 100％ 



4．分割する事業部門の概要 

（1）分割する事業内容

開示書類作成支援ツールによる入力代行アウトソーシングサービス、決算業務支援、

IFRS 開示支援等

（2）分割する事業部門の経営成績

コーポレートコンサルティング部は、当社営業部門が受注した開示書類作成支援ツー

ルによる入力代行アウトソーシングサービス、決算業務支援、IFRS 開示支援等を実行す

る社内組織であるため外部売上高は些少であります。

（3）分割する資産、負債の項目および金額

承継会社は、コーポレートコンサルティング部の什器備品等を承継します。

5．会社分割後の状況 

本分割による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更は

ありません。

6．業績に与える影響 

業績に与える影響は軽微であります。

以 上 


